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社会福祉施設等における入所者等の安全の確保について 

 

本日未明、神奈川県相模原市の障害者支援施設において、多数の入所者が殺傷されると

いう痛ましい事件が発生いたしました。 

 現時点において詳細は不明でありますが、管内市町村及び社会福祉施設等に対し、下記

の事項に留意の上、あらためて社会福祉施設等の入所者等の安全の確保に努めるよう、注

意喚起をお願いいたします。 

 

記 

 

１．日中及び夜間における施設の管理・防犯体制、職員間の連絡体制を含めた緊急時の対

応体制を適切に構築するとともに、夜間等における施錠などの防犯措置を徹底すること。 

２．日頃から警察等関係機関との協力・連携体制の構築に努め、有事の際には迅速な通報

体制を構築すること。 

３．地域に開かれた施設運営を行うことは、地域住民との連携協力の下、不審者の発見等

防犯体制の強化にもつながることから、入所者等の家族やボランティア、地域住民など

との連携体制の強化に努めること。 
 

































① 生活介護

② 自立訓練（機能訓練・生活訓練）

③ 就労移行支援

④ 就労継続支援Ｂ型

⑤ 就労継続支援Ａ型（経過措置）

以下の事業を施設入所支援と
組み合わせて実施

施設入所支援

居住支援の場（夜間）日中活動の場（昼間）

【訓練等給付】

【介護給付】

障害者支援施設

施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言そ
の他の必要な日常生活上の支援（施設入所支援）を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービス（生活介護、
自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援Ｂ型等）を実施。
【対象者】
① 生活介護利用者のうち、区分４以上の者（５０歳以上の場合は、区分３以上）
② 自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型の利用者のうち、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ

効果的であると認められる者又は通所によって訓棟を受けることが困難な者
③ 特定旧法指定施設に入所していた者であって継続して入所している者又は、地域における障害福祉サービスの提供体

制の状況その他やむを得ない事情により通所によって介護等を受けることが困難な者のうち、①又は②に該当しない者
若しくは就労継続支援Ａ型を利用する者

入浴、排せつ等の介護や日常生活上の相談
支援等を実施

概 要

居宅の障害者が、その介護を行う者の疾病そ
の他の理由により、障害者支援施設の短期間の
入所を必要とする場合、短期入所としても利用
可能（短期入所の事業所指定が別途必要）

障害者支援施設

居宅
一体的に指定

通所



地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者
① 障害支援区分が区分３(障害者支援施設等に入所する場合は区分４)以上である者

② 年齢が５０歳以上の場合は、障害支援区分が区分２(障害者支援施設等に入所する場合は区分３)以上である者

○対象者
生活介護

主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護
や、日常生活上の支援、生産活動の機会等の提供

○サービス内容

利用者の障害程度に応じて、相応しいサービスの提供体制が確保さ
れるよう、利用者の平均障害支援区分等に応じた人員配置の基準を
設定

■ サービス管理責任者
■ 生活支援員等 ６：１～３：１

○主な人員配置

○報酬単価（平成27年4月～）
■基本報酬

基本単位数は、事業者ごとに利用者の①利用定員の合計数及び②障害支援区分に応じ所定単位数を算定。

■ 定員２１人以上４０人以下の場合

（区分６） （区分５） （区分４） （区分３） （区分２以下）※未判定の者を含む
1,139単位 851単位 599単位 539単位 491単位

■主な加算

人員配置体制加算（33～265単位）
→直接処遇職員を加配(1.7:1～2.5:1)した
事業所に加算
※ 指定生活介護事業所は区分５・６・準ずる

者が一定の割合を満たす必要

訪問支援特別加算（187～280単位）
→連続した5日間以上利用がない利用者に対し、
居宅を訪問して相談援助等を行った場合
(１月に2回まで加算)

延長支援加算（61～92単位）
→営業時間である８時間を超えてサービス
を提供した場合（通所による利用者に限
る）

○事業所数 9,240（国保連平成28年３月実績） ○利用者数 266,446（国保連平成28年３月実績）



■基本報酬

基本単位数は、事業者ごとに利用者の①利用定員の合計数及び②障害支援区分に応じ所定単位数を算定。
■ 定員４０人以下の場合 （区分６） （区分５） （区分４） （区分３） （区分２以下）※未判定の者を含む

453単位 382単位 308単位 232単位 168単位

■主な加算

重度障害者支援加算
(Ⅰ) 特別な医療を受けている利用者[２８単位]
→区分６であって、次に該当する者が２人以上の場合は更に22単位
①気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理が必要な者
②重症心身障害者

(Ⅱ) 強度行動障害者に対する支援
→（一）体制を整えた場合[7単位]

（二）夜間支援を行った場合[180単位]

夜勤職員配置体制加算
夜勤職員の勤務体制を手厚くしている場合
・利用定員が21人以上40人以下の場合［49単位］
・利用定員が41人以上60人以下の場合［４１単位］
・利用定員が61人以上の場合［３６単位］

施設入所支援
○対象者

○サービス内容 ○主な人員配置

夜間において、介護が必要な者、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は通所が困難で
ある自立訓練又は就労移行支援等の利用者

① 生活介護利用者のうち、区分４以上の者（５０歳以上の場合は、区分３以上）
② 自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型の利用者のうち、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認めら

れる者又は通所によって訓棟を受けることが困難な者
③ 特定旧法指定施設に入所していた者であって継続して入所している者又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを

得ない事情により通所によって介護等を受けることが困難な者のうち、①又は②に該当しない者若しくは就労継続支援Ａ型を利用する者

■ 夜間における入浴、排せつ等の介護や日常生活上の相談
支援等を実施

■ 生活介護の利用者は、利用期間の制限なし
自立訓練及び就労移行支援の利用者は、当該サービスの
利用期間に限定

■ サービス管理責任者
■ 休日等の職員配置

→利用者の状況に応じ、必要な支援を行うための
勤務体制を確保

■ 生活支援員 利用者数 60人以下の場合、1人以上

○報酬単価（平成27年4月～）

○事業所数 2,617（国保連平成28年３月実績） ○利用者数 131,565（国保連平成28年３月実績）



生活介護を行う場合

医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
看護職員 生活介護の単位ごとに、１人以上 ※ 看護職員とは、保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。

理学療法士又は
作業療法士

生活介護の単位ごとに、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練
を行う場合に、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数

生活支援員 生活介護の単位ごとに、１人以上（１人以上は常勤）
※ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員数の総数は、生活介護の単位ごとに、常勤換算で、①から③までに掲げる平均障
害支援区分に応じ、それぞれ①から③までに掲げる数及び④に掲げる数を合計した数以上
① 平均障害支援区分が４未満：利用者数（厚生労働大臣が定める者を除く。②及び③において同じ。）を６で除した数〔６：１〕
② 平均障害支援区分が４以上５未満：利用者数を５で除した数〔５：１〕
③ 平均障害支援区分が５以上：利用者数を３で除した数〔３：１〕
④ 厚生労働大臣が定める者である利用者の数を10で除した数
サービス
管理責任者

● 利用者数60人以下：１人以上
● 利用者数61人以上：１人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに１人を加えて
得た数以上

※ １人以上は常勤

※ 理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する
ための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

生活支援員 施設入所支援の単位ごとに、
● 利用者数60人以下：１人以上
● 利用者数61人以上：１人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに１人を加えて
得た数以上
※ 自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型のみの提供
にあっては、宿直勤務を行う生活支援員を１以上とする

サービス
管理責任者

当該施設等において、昼間実施サービスを行う場面に配置されるサービス管理責任者が兼ねること

指定障害者支援施設の人員基準について（概要）

施設入所支援を行う場合



 
 
 
 

精神保健福祉法関係 
 
 
 
 
 
 
 



精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態について

【対象】 入院させなければ自傷他害のおそれのある精神障害者
【要件等】 精神保健指定医２名の診断の結果が一致した場合に都道府県知事が措置

（緊急措置入院は、急速な入院の必要性があることが条件で、指定医の診察は１名で足りるが、入院期間
は７２時間以内に制限される。）

２ 措置入院／緊急措置入院（法第２９条／法第２９条の２）

【対象】 入院を必要とする精神障害者で、自傷他害のおそれはないが、任意入院を行う状態にない者
【要件等】 精神保健指定医（又は特定医師）の診察及び家族等のうちいずれかの者の同意が必要

（特定医師による診察の場合は１２時間まで）

３ 医療保護入院（法第３３条）

【対象】 入院を必要とする精神障害者で、入院について、本人の同意がある者
【要件等】 精神保健指定医の診察は不要

１ 任意入院（法第２０条）

【対象】 入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態になく、急速を要し、家族等の同意が得られない者
【要件等】 精神保健指定医（又は特定医師）の診察が必要であり、入院期間は７２時間以内に制限される。

（特定医師による診察の場合は１２時間まで）

４ 応急入院（法第３３条の７）



措置入院／緊急措置入院（第２９条／第２９条の２）の流れ
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第28条の２の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準（昭和63年厚生省告示第125号）

病状又は状態像 自傷行為又は他害行為のおそれの認定に関する事項 原因となる主な精神障害の例示

抑うつ状態 悲哀感、焦燥感、絶望感等の一般的な抑うつ感情、思考面での集中困難、思考制止、行動面での運動制止等がみられ、これ
に抑うつ的な内容の錯覚、幻覚、妄想を伴うことがしばしばあることから、このような病状又は状態像にある精神障害者は、自
殺念慮、自傷念慮、心中念慮等を抱く結果、自傷行為又は他害行為を行うことがある。

躁うつ病圏 統合失調症圏 症
状性又は器質性精神障害 心因
性精神障害等

躁状態 爽快感、易怒的、刺激的な昂揚感等の躁的感情、自我感情の肥大、思考面での観念奔逸、行動面での運動興奮等がみられ、
これに躁的な内容の誇大等の妄想を伴うことがしばしばあることから、このような病状又は状態像にある精神障害者は、思考
及び運動の抑制が減弱又は欠如し、倣慢不そんな態度が度を超す結果、自傷行為又は他害行為を行うことがある。

躁うつ病圏 統合失調症圏 症
状性又は器質性精神障害等

幻覚妄想状態 幻覚、妄想がみられ、これに幻覚、妄想に対する自覚、洞察の欠如を伴うことがしばしばあることから、このような病状又は状
態像にある精神障害者は、現実検討能力に欠け、恐慌状態や興奮状態に陥りやすい結果、自傷行為又は他害行為を行うこと
がある。

統合失調症圏 中毒性精神障害
躁うつ病圏 症状性又は器質性
精神障害等

精神運動興奮状態 欲動や意志の昂進又は抑制の減弱がみられ、これに思考の滅裂傾向を伴うことがしばしばあることから、このような病状又は
状態像にある精神障害者は、多動興奮状態に陥りやすい結果、突発的に自傷行為又は他害行為を行うことがある。

統合失調症圏 中毒性精神障害
躁うつ病圏 心因性精神障害
症状性又は器質性精神障害等

昏迷状態 意志発動性が強く抑制されているために、精神的にも身体的にも外界にほとんど応答できない状態がみられ、このような病状
又は状態像にある精神障害者は、対人接触等の日常社会活動のみならず、摂食、排泄、睡眠等の生命維持に必要な活動を
行うことができない結果、又は突発的な衝動行為を行う結果、自傷行為又は他害行為を行うことがある。

統合失調症圏 心因性精神障害
躁うつ病圏 中毒性精神障害等

意識障害 周囲に対して適切な注意を払い、外界の刺激を的確に受けとつて対象を認知し、必要な思考及び判断を行つて行動に移し、
それらのことの要点を記憶に留めておくという一連の能力の全般的な障害がみられ、このような病状又は状態像にある精神障
害者は、見当識の障害を伴う結果、自傷行為又は他害行為を行うことがある。

中毒性精神障害 症状性又は器
質性精神障害 心因性精神障害
等

知能障害 先天性若しくは幼少時発症の脳障害により知能の発達が障害された状態又は成人後に生ずる器質的脳障害により知能が低
下している状態にあり、周囲との意志の疎通や外界に対する感情の表出等の障害がみられ、このような病状又は状態像にあ
る精神障害者は、突発的な衝動行為等を伴う結果、自傷行為又は他害行為を行うことがある。

知的障害 症状性又は器質性精
神障害等

人格の病的状態 知能にほとんど欠陥はないが、人格構成要素の不均衡又は人格全体の異常等のために、本人が悩み又は他人が悩まされ、
そのため個人あるいは社会に対し対立するに至るような人格の病的状態がみられ、このような病状又は状態像にある精神障
害者は、周囲との意志の疎通や外界に対する感情の表出又は内的葛藤の処理が障害されやすいことに起因する適応障害が
顕著な場合、自傷行為又は他害行為を行うことがある。

精神病質 統合失調症圏 症状
性又は器質性精神障害に伴う人
格変化 中毒性精神障害けいれ
ん発作後の人格変容等

第一
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二十九条第一項の規定に基づく入院に係る精神障害者
であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある旨の法第十八条第一項の規定
により指定された精神保健指定医による判定は、診察を実施した者について、入院させなければその精神障害のために、次の表に示した病状又は状態像により、
自殺企図等、自己の生命、身体を害する行為(以下「自傷行為」という。)又は殺人、傷害、暴行、性的問題行動、侮辱、器物破損、強盗、恐喝、窃盗、詐欺、放火、
弄火等他の者の生命、身体、貞操、名誉、財産等又は社会的法益等に害を及ぼす行為(以下「他害行為」といい、原則として刑罰法令に触れる程度の行為をいう。
)を引き起こすおそれがあると認めた場合に行うものとすること。
二 自傷行為又は他害行為のおそれの認定に当たつては、当該者の既往歴、現病歴及びこれらに関連する事実行為等を考慮するものとすること。

第二
法第二十九条の二第一項の規定に基づく入院に係る精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人を害するお
それが著しい旨の法第十八条第一項の規定により指定された精神保健指定医による判定は、診察を実施した者について、第一の表に示した病状又は状態像によ
り、自傷行為又は他害行為を引き起こすおそれが著しいと認めた場合に行うものとすること。



参考条文 

○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号） 

（警察官の通報）  

第二十三条  警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から

判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認め

られる者を発見したときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知

事に通報しなければならない。  

 

（都道府県知事による入院措置）  

第二十九条  都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受け

た者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障

害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者

を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。  

２  前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人

以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため

に入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそ

れがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければな

らない。  

３  都道府県知事は、第一項の規定による措置を採る場合においては、当該精神障害

者に対し、当該入院措置を採る旨、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関す

ることその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。  

４  国等の設置した精神科病院及び指定病院の管理者は、病床（病院の一部について

第十九条の八の指定を受けている指定病院にあつてはその指定に係る病床）に既に第

一項又は次条第一項の規定により入院をさせた者がいるため余裕がない場合のほか

は、第一項の精神障害者を入院させなければならない。  

 

第二十九条の二  都道府県知事は、前条第一項の要件に該当すると認められる精神障

害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第二十七条、第二十八条及び前条

の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診

察をさせた結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその精

神障害のために自身を傷つけ又は他人を害するおそれが著しいと認めたときは、その

者を前条第一項に規定する精神科病院又は指定病院に入院させることができる。  

２  都道府県知事は、前項の措置をとつたときは、すみやかに、その者につき、前条

第一項の規定による入院措置をとるかどうかを決定しなければならない。  

３  第一項の規定による入院の期間は、七十二時間を超えることができない。  

４  第二十七条第四項及び第五項並びに第二十八条の二の規定は第一項の規定による

診察について、前条第三項の規定は第一項の規定による措置を採る場合について、同

条第四項の規定は第一項の規定により入院する者の入院について準用する。  



参考条文 

 

（入院措置の解除）  

第二十九条の四  都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者（以下

「措置入院者」という。）が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷

つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その

者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、

その者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。  

２  前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継

続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがな

いと認められることについて、その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定

による診察の結果に基づく場合でなければならない。  

 

（報告徴収等）  

第三十八条の六  厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精

神科病院の管理者に対し、当該精神科病院に入院中の者の症状若しくは処遇に関し、

報告を求め、若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該職員

若しくはその指定する指定医に、精神科病院に立ち入り、これらの事項に関し、診療

録その他の帳簿書類（その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされて

いる場合における当該電磁的記録を含む。）を検査させ、若しくは当該精神科病院に

入院中の者その他の関係者に質問させ、又はその指定する指定医に、精神科病院に立

ち入り、当該精神科病院に入院中の者を診察させることができる。  

２  厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神科病院の管

理者、精神科病院に入院中の者又は第三十三条第一項、第三項若しくは第四項の規定

による入院について同意をした者に対し、この法律による入院に必要な手続に関し、

報告を求め、又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じることができる。  

３ （略） 

 

（参考） 

○大麻取締法（昭和二十三年七月十日法律第百二十四号） 

第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以

下の懲役に処する。  

２・３ （略） 

 

 

  



参考条文 

○麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十八年三月十七日法律第十四号） 

第五十八の二 医師は診察の結果、受診者が麻薬中毒者であると判断したときは、すみ

やかに、その者の居住地の都道府県知事に届けなくてはならない。 

２ 都道府県知事は、前項の届出を受けたときは、すみやかに厚生労働大臣に報告しな

ければならない。 

 

 

○刑事訴訟法（昭和二十三年七月十日法律第百三十一号） 

第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 

２ 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発を

しなければならない。 

 



 
 
 
 

医療観察法関係 



実刑判決

裁判所

検察官

（心神喪失等を理由）

不起訴

無罪等

検
察
官
に
よ
る
申
立
て

地
方
裁
判
所
に
お
け
る
審
判

地域での支援
・精神保健観察（保護観察所）

・入院によらない医療（通院医療）
・指定通院医療機関については

・精神保健福祉法等に基づく援助
（都道府県・市町村等）

退院決定入
院
決
定

通
院
決
定

鑑
定
入
院

一般の精神保健福祉

平成15年7月成立・公布、平成17年7月15日施行

（心神喪失等を認定）

再入院決定

入院医療の提供
・入院医療（指定入院医療機関）
・設置主体は、国、都道府県、特定
独立行政法人（公務員型）に限定。
・入院期間の上限は定められていない
が、ガイドラインで18ヶ月程度を標準

医療観察法における入院医療及び通院
医療は厚生労働大臣が行う

刑務所

不
処
遇

（制度は、法務省・厚生労働省共管）

鑑定入院は、精神科病院 で実施
（期間は2ヶ月が原則・最長3ヶ月）

心神喪失等で重大な他害行為を行った者に対して、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、
病状の改善及び同様の行為の再発防止を図り、その社会復帰を促進するよう、対象者の処遇を決定する手続等を定めるもの。

裁判官と精神保健審判員の合議制
精神保健参与員が必要な意見を述べる

逮捕・送検

起訴

としている。

処遇終了

設置主体制限はなし
（通院は、原則３年。必要があれば
２年を超えない範囲で延長可）

重大な他害行為
①殺人 ②放火 ③強盗 ④強姦
⑤強制わいせつ ⑥傷害
※①～⑤は未遂を含む

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の仕組み



医療観察法における入院決定又は通院決定の判断基準について

【処遇の要件】

9

①対象行為を行った際の精神障害を改善するため、本法による医療を受けさせる必要があると認められること。

②精神障害の改善に伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、本法による医療を
受けさせる必要があると認められること。

①、②の両者が認められる場合は入院決定又は通院決定がなされる

①の要件について

■裁判所が対象者に対する処遇の要否及び内容を決定する時点において
・当該対象者が対象行為を行った際の心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害と同様の精神障害を有し、かつ
そのような精神障害を改善（病状の増悪の抑制を含む。）するために、本法による医療を行うことが必要であること。
（精神障害が治療可能性のあるものであること。）

②の要件について

■裁判所が対象者に対する処遇の要否及び内容を決定する時点において
・本法による医療を受けさせなければ、その精神障害のために社会復帰の妨げとなる同様の行為を行う具体的・現実的な可能
性（※）があること。

※「同様の行為を行う具体的・現実的な可能性」
･･････裁判所が判断するに当たっては、当該対象者の精神障害の類型、過去の病歴、現在及び対象行為を行った当時の病状、治療状況、

病状及び治療状況から予測される将来の症状、対象行為の内容、過去の他害行為の有無及び内容並びに当該対象者の性格、生
活環境等が考慮される。

出典：最高裁判所 「医療観察法及び審判規則」の解説（法42条関係）より抜粋


